
新潟市一時預かり事業実施要綱 

 （目 的） 

第１条 この要綱は，家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳児又は幼

児（以下「乳幼児」という。）を，保育所その他の場所で一時的に預かることで，安心し

て子育てができる環境を整備し，もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする一時

預かり事業（以下「事業」という。）について，必要な事項を定めることを目的とする。 

（実施場所） 

第２条  事業を実施する場所（以下「実施場所」という。）は，次に掲げる事業内容を実施

する社会福祉法人その他の者（以下「事業者」という。）及び本市が設置する保育所，認

定こども園，小規模保育施設，事業所内保育施設であって，児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の１２第１項に基づき，市長へ届出したも

のとする。 

（事業内容） 

第３条  事業の内容は，次のとおりとする。 

事業名 事業内容 

１一時預かり事業 
（１）及び（２）の事業を併せて実施するものとす

る。また，（３）の事業をこれに加えて実施しても差

し支えないものとする。 
 （１）非定型的預かり

事業 
保護者の就労形態等により，家庭における保育が断

続的に困難となる乳幼児に対する預かり 
 （２）緊急預かり事業 保護者の傷病・入院等により，緊急・一時的に保育

を必要とする乳幼児に対する預かり 
 （３）私的理由による

預かり事業 
保護者の私的な理由やその他の事由により一時的

に保育が必要となる乳幼児に対する預かり 

２緊急一時預かり 
 事業 

保護者の傷病・入院・単発的な就労等により，緊急・

一時的に保育を必要とする乳幼児に対する預かり 
保護者の私的な理由やその他の事由により一時的

に保育が必要となる乳幼児に対する預かり 

（対象児童） 

第４条  本事業の対象となる児童は，本市に居住し，家庭において一時的に保育を受ける

ことが困難となった乳幼児であって，それぞれの事業ごとに次に掲げるとおりとする。



ただし，保護者が裁判員制度に伴う裁判員（候補者を含む。）のため本事業を利用する場

合においては，本市に在住しない乳幼児であっても対象とする。 

事業名 対  象  児  童 
 
 
一 

時 

預

か

り

事 

業 

非定型的預かり事

業 

 保護者の短時間・断続的労働，職業訓練，就学等に

より原則として平均週３日程度家庭において保育を

受けることが困難となった乳幼児 

緊急預かり事業 

保護者の傷病，災害・事故，出産，看護・介護，冠

婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により，緊急・一

時的に家庭において保育を受けることが困難となっ

た乳幼児 

私的理由による預

かり事業 

 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消す

る等の私的理由により一時的に家庭において保育を

受けることが困難となった乳幼児 

緊急一時預かり事業 

保護者の傷病，災害・事故，出産，看護・介護，冠

婚葬祭等社会的にやむを得ない事由及び単発的な就

労等により，緊急・一時的に家庭において保育を受け

ることが困難となった乳幼児 
保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消す

る等の私的理由により，一時的に家庭において保育を

受けることが困難となった乳幼児 

（事業の実施） 

第５条  事業の実施に当たっては，次の第１号から第３号までの規定に加え，一時預かり

事業にあっては次の第４号に掲げる要件を，緊急一時預かり事業にあっては次の第５

号に掲げる要件を満たしていること。 

（１） 日々の対象児童数，利用の事由等の実施状況に関する書類を整備しておくこと。 

（２） １日の預かり時間は，当該実施場所の開設時間の範囲内とし，午後１０時を限 

度とすること。 

（３） 乳幼児の健康状態の把握に努めること。 

（４） 一時預かり事業を実施する場合の要件 

（ア） 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）（以下「規則」という。）

第３６条の３５第１号に定める基準を遵守すること。 

（イ） 事業を実施する場所は，原則，事業を実施するための専用の部屋を確保する



こと。ただし，適切な事業実施が可能な場合は，実施場所の空きスペースを確

保して実施すること。 

（５） 緊急一時預かり事業を実施する場合の要件 

   規則第３６条の３５第３号に定める基準を遵守すること。 

（利用期間） 

第６条  事業の利用期間は，原則として次のとおりとする。 

事 業 名 利 用 期 間 

一
時
預
か
り
事
業 

非定型的預かり事業 月１４日 
ただし就労等を理由とし，勤務証明書その他

の書類により保育が必要と認められる場合，

１４日を超えて事業の利用を行うことができ

るものとする。 

緊急預かり事業 

私的理由による預かり事業 月１４日 

緊急一時預かり事業 

月７日 
ただし，実施場所において必要と認めた場合

は，月１４日以内の利用を行うことができる

ものとし、就労等を理由とし，勤務証明書そ

の他の書類により保育が必要と認められる場

合，１４日を超えて事業の利用を行うことが

できるものとする。 

（利用の手続き） 

第７条  事業の利用の申込みは，別紙様式１による「一時預かり申込書兼児童台帳」によ

り，事業を利用しようとする保護者が実施場所に対し行うものとする。ただし，本市が

設置する実施場所を利用する場合においては市長に対し行うものとする。 

２ 実施場所（本市が設置する実施場所にあっては市長）は，前項による申込みを受けた

ときは，その可否を決定し当該保護者に通知するものとする。 

３ 事業の利用の必要がなくなった保護者は，速やかにその旨を実施場所（本市が設置す

る実施場所にあっては市長）に届出なければならない。 

４ 実施場所（本市が設置する実施場所にあっては市長）は，乳幼児又は保護者が保育上

の指示に従わない場合，その他必要と認めた場合は，その利用を取り消すことができる 

ものとする。 



（費用の交付） 

第８条  市長は，実施場所のうち，事業者に対して予算の範囲内で，別に定めるところに

より事業を実施するために必要な経費の一部を補助する。 

（費用負担） 

第９条  実施場所（本市が設置する実施場所にあっては市長）は，事業を利用する保護者

に費用負担を求めることができるものとする。 

２  費用の額及び負担方法等については，別表のとおりとする。 

３ 市長は，利用する乳幼児が属する世帯が次の各号に該当するときは，第２項の規定に

する利用料（別表（２）②に規定する飲食物費及び別表備考（３）に規定する実費相当

分を除く。以下同じ。）を全額又は一部免除することができる。ただし，当該利用料の全

てについて，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」という。）

第３０条の１１第１項の規定により施設等利用費を支給される場合を除く。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯（以下「生

活保護受給世帯」という。） 

（２） 市民税非課税世帯（４月から８月までは前年度分，９月から翌年３月までは当年

度分の課税年度をいう。）（（１）に該当する者を除く。） 

（３） その他市長が認めるとき 

４ 前項の規定による利用料の免除を受けようとする場合は，別紙様式２による「一時預

かり事業利用料減免申込書兼無償化対象確認申請書」を実施場所（本市が設置する実施

場所にあっては市長）に提出し，市長より利用料免除の可否の決定を受けるものとする。 

５ 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１条

第２号に規定する女子又は同令第２条第２号に規定する男子に該当する者である場合は，

当該保護者又は利用者の申請に基づき，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定する寡夫であるとみなし，

同法第２９５条第１項第２号若しくは第３１４条の２第１項第８号若しくは第３項及び

第３１４条の６（寡婦又は寡夫に関する部分に限る。）の規定の例により算定した市町村

民税の課税額に基づく利用料とする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関して必要な事項は，市長が別に



定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

 （生活保護法による保護を受けている世帯に関する特例） 

２ 平成２５年７月３１日において現に生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

保護を受けている世帯（以下「生活保護受給世帯」という。）であって，平成２５年厚生

労働省告示第１７４号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省

告示１５８号）に規定する基準により算定したならば同日後も生活保護受給世帯であっ

た世帯に係る別表の規定の適用については，平成２５年８月１日から平成２６年３月３

１日までの間は，当該世帯を生活保護受給世帯とみなす。 

３ 平成２６年３月３１日において現に生活保護受給世帯であって，平成２６年厚生労働

省告示第１３６号による改正前の生活保護法による保護の基準に規定する基準により算

定したならば同日後も生活保護受給世帯であった世帯に係る別表の規定の適用について

は，平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間は，当該世帯を生活保護受

給世帯とみなす。 

４ 平成２７年３月３１日において現に生活保護受給世帯であって，平成２７ 年厚生労働

省告示第２２７号による改正前の生活保護法による保護の基準に規定する基準により算

定したならば同日後も生活保護受給世帯であった世帯に係る別表の規定の適用について

は，平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は，当該世帯を生活保護受

給世帯とみなす。 

５ 平成３０年９月３０日において現に生活保護受給世帯であって，平成３０年厚生労働

省告示第３１７号による改正前の生活保護法による保護の基準に規定する基準により算

定したならば同日後も生活保護受給世帯であった世帯に係る別表の規定の適用について



は，平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日までの間は，当該世帯を生活保護

受給世帯とみなす。 

６ 令和元年９月３０日において現に生活保護受給世帯であって，令和元年厚生労働省告

示第６６号による改正前の生活保護法による保護の基準に規定する基準により算定した

ならば同日後も生活保護受給世帯であった世帯に係る別表の規定の適用については，令

和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの間は，当該世帯を生活保護受給世帯と

みなす。 

７ 令和２年９月３０日において現に生活保護受給世帯であって，令和２年厚生労働省告

示第３０２号による改正前の生活保護法による保護の基準に規定する基準により算定し

たならば同日後も生活保護受給世帯であった世帯に係る別表の規定の適用については，

令和２年１０月１日から令和３年３月３１日までの間は，当該世帯を生活保護受給世帯

とみなす。 

 

附 則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は，平成２５年８月２７日から施行し，平成２５年８月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，平成２６年６月５日から施行し，平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は，平成２７年５月２６日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は，平成３０年１０月１２日から施行し，平成３０年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，令和元年１０月２５日から施行し，令和元年１０月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は，令和元年１２月２０日から施行し，令和元年１０月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，令和３年１月１５日から施行し，令和２年１０月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

 



別 表（第９条関係） 

（１） 基本料金 

時間帯（基本時間） 単価（乳幼児１人についての日額） 

午前８時３０分から 

午後４時まで 

４時間超 １，８００円 

４時間以内 ９００円 

  

（２） 加算金 

① 延長料金 

時間帯（基本時間） 単価（乳幼児１人についての日額） 

基本時間以外 

午前８時３０分以前 
３０分あたり１００円 

午後４時以降 

午後８時以降 ３０分あたり２００円 

 

② 飲食物費（以下の額を上限に負担を求めることができる） 

飲食物費 

３歳未満児 ３歳以上児 

１食あたり ４００円 １食あたり ３００円 

 

 

 

 

 

 



備考 

 （１） 利用時間に応じ，基本料金に加算金を加算した金額を日額とする。 

 （２） 利用時間が延長時間帯のみの場合は，４時間以内の基本料金に延長料金を加

算した金額を日額とする。 

 （３） その他事業を実施するうえで必要となる実費相当分を別途徴収することがで

きる。 

 （４） 利用した月ごとに集計し，当該月分の負担額とする。 

 （５） 第９条第３項各号に規定する要件に該当する施設等利用給付認定子ども（支

援法第３０条の８第１項に規定する「施設等利用給付認定子ども」をいう。）が

事業により保育を受けた場合，事業者は，支援法第３０条の１１第３項の規定

により，当該施設等利用給付認定子どもの保護者に代わり，市長から当該利用

料の支払いを受けることができる。 

２ 費用の負担方法 

  事業を利用した保護者は，毎月当該月分の負担額を翌月の末日（１１月分にあっては

１２月２８日）までに納入しなければならない。 

 


